
 
 

 
 

 

 
 

 
 

【 千葉信用金庫ＴＫＣ事業者ローンのご案内 】 

 
● ご利用いただける方（以下の条件の全てを満たす法人） 
・ＴＫＣ会員会計事務所と顧問契約を結んでから１年以上を経過し、ＴＫＣの財務シス

テムを利用しており、ＴＫＣ会員会計事務所からの紹介を受けられる法人。 
・当金庫の会員となる資格を有する法人。 
・当金庫の営業地域で事業を営んでいる法人。※１ 
・１２ヶ月決算を連続２期以上実施している法人。 
・当金庫の所定の審査基準を満たしている法人。 
※１ 該当する法人は、当金庫に出資していただき会員となることができます。 

●資金使途 
 運転資金及び設備資金 
●ご融資金額 
 ５，０００万円まで 
（但し、直近決算書等における平均月商の２倍以内とさせていただきます。また審査結果 
により融資額は異なります。） 

●ご融資利率 
 年１．９％～ （優遇適用後、変動・固定金利型共通） 平成２０年２月１日現在 
（審査結果により適用利率は異なります。） 
 ・以下の条件を満たす法人については、適用金利を優遇させていただきます。 
  ①税理士法第３３条の２第１項に規定された税理士の「書面添付」がある法人。 
  ②「ＦＸ２」を導入済みで、且つ「継続ＭＡＳ」で当期末までの「短期経営計画」を 
   作成している法人。 
  ①、②の項目で各 0.05％、最大 0.1％の幅で優遇させていただきます。 
●ご融資期間 
 ５年以内 
（審査結果により、所定の期間とさせていただく場合があります。） 
 
                     （裏面の商品概要説明書をご覧ください。） 
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（変動金利型）

（固定金利型）

・

・ 原則、代表者の方のみとさせていただきます。

・

・

その他
お申込に際しましては、審査をさせていただきます。結果によってはご希望に添えない場合も
ございますので、あらかじめご了承ください。

ご融資利率 審査結果に応じた当金庫所定の利率を適用させていただきます。

担保 原則、不要とさせていただきます。

一括返済または元金均等返済による分割返済　(据置期間はなし)ご返済方法

保証人

現在のご融資利率やご返済額の試算その他ご不明な点については、当金庫の本支店にお問
い合わせください。

TKC会員会計事務所と顧問契約を結んでから１年以上を経過し、TKCの財務システムを利用
しており、TKC会員会計事務所からの紹介を受けられる法人

当金庫の会員となる資格を有する法人

〈千葉信用金庫TKC事業者ローン〉商品概要説明書

　ご融資利率は、当金庫の「短期プライムレート」を基準金利として実行日から適用させていた
だきます。実行日の適用利率につきましては、当金庫の本支店でご確認ください。

　ご融資後の利率については、毎月７日を基準日として月１回見直しを行い、基準日の翌日以
降最初におとずれる毎月の約定返済日の翌日を変更日とさせていただきます。

　実行時の適用金利を返済日まで適用させて頂きます。実行日の適用利率につきましては、
当金庫の本支店でご確認ください。

当金庫の営業地域で事業を営んでいる法人　※１

※１　該当する法人は、当金庫に出資していただき会員となることができます。

貸出方式 貸出方式には、証書貸付方式と手形貸付方式がございます。

証書貸付方式でのご融資利率は、変動金利型の扱いとさせていただきます。

手形貸付方式でのご融資利率は、固定金利型の扱いとさせていただきます。

②「FX２」を導入済みで、且つ「継続MAS」で当期末までの「短期経営計画」を作成している
　　法人

①、②の項目で各０．０５％、最大０．１％の幅で優遇させていただきます。

ご融資利率には、変動金利方式と固定金利方式があります。

以下の条件を満たす法人については適用金利を優遇させていただきます。

※２　「書面添付」は税理士法に基づき、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その
　　　内容が正しいことを税理士が確認する書類（税理士が計算し、整理し、または相談に応じ
　　　た事項を記載した書面）を添付する制度です。

①税理士法第３３条の２第１項に規定された税理士の「書面添付」がある法人　※２

ご融資金額 最高５，０００万円以内　(ただし月商の２倍の範囲内といたします。)

ご返済期間 ５年以内

お使いみち 運転資金・設備資金

１２ヶ月決算を連続２期以上実施している法人

当金庫の所定の審査基準を満たしていること

商品名 千葉信用金庫TKC事業者ローン

ご利用いただける方 以下の条件をすべて満たす法人。


